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○港区の契約における暴力団等排除措置要綱 

平成２４年１月２６日 

２３港総契第１１５７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、港区が締結する売買、貸借、請負その他の契約（以下「区の契約」と

いう。）から暴力団等を排除する措置について必要な事項を定め、もって適正な契約事務

の執行を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する団体をいう。 

（２） 暴力団員 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

（３） 暴力団等 暴力団及び暴力団員をいう。 

（４） 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をい

う。 

（５） 入札参加資格 区の契約に関し、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の４及び第１６７条の５に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第１

６７条の１１に基づく指名競争入札の参加資格をいう。 

（６） 入札参加資格者 入札参加資格を有する者をいう。 

（７） 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人（資

材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。）及び業務委託の一部

を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の受託者をいう。 

（８） 契約担当者 港区契約事務規則（昭和３９年港区規則第６号。以下「規則」とい

う。）第２条第４号に規定する者をいう。 

（入札参加除外措置） 

第３条 区長は、入札参加資格者について、別表第１号若しくは第２号に掲げる措置要件の

いずれかに該当する事実又は同表第３号から第６号までに掲げる措置要件のいずれかに

該当する行為があると警視庁が認定し、かつ、別に定める「港区の契約における暴力団等

排除に関する合意書」（以下「合意書」という。）に基づき区の契約から排除するよう警

視庁から要請があった場合は、第１６条に定める港区契約関係暴力団等排除対策委員会の
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調査審議を経て、当該措置要件の区分に応じた期間、当該入札参加資格者を区の契約から

排除する措置（以下「入札参加除外措置」という。）を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、直ちに入札参加除外措置を行わなければ時期を失す

る等やむを得ない理由があると認めるときは、第１６条に定める港区契約関係暴力団等排

除対策委員会の審議を経ることなく、入札参加除外措置を行うことができる。 

３ 区長は、前２項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置

を受けた入札参加資格者（以下「入札参加除外者」という。）に対し、入札参加除外措置

決定通知書（第１号様式）により通知するものとする。 

（勧告措置） 

第４条 区長は、入札参加資格者が別表第３号から第６号までに掲げる措置要件に該当する

場合で、当該措置要件に係る入札参加除外措置を行わなかったときは、当該入札参加資格

者に対し、これらの措置要件に該当する行為があったことによる勧告措置を行うものとす

る。 

２ 区長は、前項の規定により勧告措置を行ったときは、その相手方に対し、勧告書（第２

号様式）により通知するものとする。 

３ 区長は、入札参加資格者が別表第７号に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、第

１６条に定める港区契約関係暴力団等排除対策委員会の調査審議を経て、当該措置要件の

区分に応じた期間、入札参加除外措置を行うものとする。 

４ 区長は、前項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外者に対

し、港区入札参加除外措置決定通知書により通知するものとする。 

（入札参加除外措置の解除） 

第５条 区長は、入札参加除外者の入札参加除外措置が別表期間の欄本文に定める期間を経

過し、当該入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申請があったときは、合意書に

基づき警視庁に照会の上、第１６条に定める港区契約関係暴力団等排除対策委員会の審議

を経て、当該入札参加除外措置を解除することができる。 

２ 前項の入札参加除外措置の解除の申請は、港区入札参加除外措置解除申請書（第３号様

式）により行うものとする。 

３ 区長は、入札参加除外措置の解除の申請があった場合においては、当該入札参加除外者

に対し、別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実又は行為がないことを証す

る書面等の提出を求めるものとする。 

４ 区長は、第１項の規定により入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除



3/9 

外措置を受けた者に対し、港区入札参加除外措置解除決定通知書（第４号様式）により通

知するものとする。 

（警視庁への照会等） 

第６条 区長は、警視庁以外の機関等から、別表に掲げる措置要件に該当する事実又は行為

について情報提供があった場合は、必要に応じて、合意書に基づき警視庁に対し、当該事

実又は行為についての照会等を行うものとする。 

（入札参加除外措置等の公表） 

第７条 区長は、入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外者の商号又は名称、

入札参加除外事由等（港区情報公開条例（平成元年港区条例第２号）の趣旨及び目的に照

らし、公表することが適切でないものを除く。）を公表するものとする。 

（入札参加資格者の審査における排除） 

第８条 区長は、規則第５条に規定する入札参加資格の審査（規則第３４条において準用す

る場合を含む。）に当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めないものとする。 

（一般競争入札からの排除） 

第９条 契約担当者は、一般競争入札（港区建設工事制限付一般競争入札実施要綱に規定す

る制限付一般競争入札を含むものとする。以下同じ。）を行うときは、入札参加除外者の

入札参加又はその資格を認めないものとする。 

２ 契約担当者は、一般競争入札において、入札参加の資格を認めた者が、当該一般競争入

札の落札決定までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加の資格を取り消

すものとする。 

３ 契約担当者は、一般競争入札において、落札決定された者が契約締結までの間に入札参

加除外措置を受けたときは、当該一般競争入札の落札を取り消すものとする。 

４ 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、前３項に規定する措置について、あらか

じめ公表するものとする。 

５ 契約担当者は、第２項の規定により入札参加の資格を取り消したときは、当該入札参加

の資格を取り消された者に対し、その旨を通知するものとする。 

６ 契約担当者は、第３項の規定により落札の取消しを行ったときは、当該落札を取り消さ

れた者に対し、その旨を通知するものとする。 

７ 前各号の規定は、せり売りを行う場合について準用する。 

（指名競争入札からの排除） 

第１０条 契約担当者は、指名競争入札（港区工事請負等契約希望制指名競争入札実施要綱
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に規定する希望制指名競争入札を含むものとする。以下同じ。）を行うときは、入札参加

除外者からの希望申請を受け付けないものとする。 

２ 契約担当者は、指名競争入札を行うときは、入札参加除外者を指名しないものとする。 

３ 契約担当者は、指名競争入札において、指名を受けた者が、当該指名競争入札の落札決

定までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。 

４ 契約担当者は、指名競争入札において、落札決定された者が契約締結までの間に入札参

加除外措置を受けたときは、当該指名競争入札の落札を取り消すものとする。 

５ 契約担当者は、指名競争入札を行うに当たり、前各項に規定する措置について、あらか

じめ公表するものとする。 

６ 契約担当者は、第３項の規定により指名の取消しを行ったときは、当該指名を取り消さ

れた者に対し、その旨を通知するものとする。 

７ 契約担当者は、第４項の規定により落札の取消しを行ったときは、当該落札を取り消さ

れた者に対し、その旨を通知するものとする。 

（随意契約からの排除） 

第１１条 契約担当者は、特に必要があると認める場合を除き、入札参加除外者を随意契約

の相手方としないものとする。 

２ 契約担当者は、入札参加資格を有しない者のうち、警視庁が別表第１号又は第２号に掲

げる措置要件のいずれかに該当する事実があると認定した者については、特に必要がある

と認める場合を除き、随意契約の相手方としないものとする。 

３ 契約担当者は、入札参加資格を有しない者のうち、警視庁が別表第３号から第６号まで

に掲げる措置要件のいずれかに該当する行為があると認定した者で、かつ、当該者の行為

について、相手方が暴力団等であるとの認識を有していた場合には、特に必要があると認

める場合を除き、随意契約の相手方としないものとする。 

（下請負等の禁止等） 

第１２条 契約担当者は、入札参加除外者等が、区が発注する工事等の下請負人等（二次以

降の下請負を含む。）となることを認めないものとする。 

（準用） 

第１３条 第３条から前条までの規定は、入札参加除外者等を構成員とする特定建設共同企

業体、事業協同組合等について準用する。 

（契約の解除） 

第１４条 区長は、区の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約を解除
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できるように区の契約条項を整えるものとする。 

（不当介入に対する措置） 

第１５条 契約担当者は、区の契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団等その他

の者から契約の履行を妨げる行為又は事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認

められない不当な要求（以下これらを「不当介入」という。）を受けたことを知ったとき

は、当該契約の相手方に対し、速やかにその報告を求めるとともに、警察署へ届け出るよ

う指導するものとする。 

２ 契約担当者は、区の契約の相手方の下請負人等が暴力団等その他の者から不当介入を受

けたときは、区の契約の相手方に対し、当該下請負人等からその報告を求めるとともに、

警察署へ届け出るよう指導することを、区の契約の相手方に求めるものとする。 

３ 契約担当者は、区の契約の相手方又はその下請負人等が不当介入を受けることにより、

区の契約の適正な履行を妨げるおそれがあると認める場合において、前２項の規定により

当該契約の相手方が報告、届出及び指導を行ったときは、区の契約の適正な履行を確保す

るための必要な措置を講じるものとする。 

（港区契約関係暴力団等排除対策委員会の設置） 

第１６条 入札参加除外措置等に関する調査審議を行うため、港区契約関係暴力団等排除対

策委員会（以下「対策委員会」という。）を設置する。 

２ 対策委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。 

（１） 別表第１号及び第２号に掲げる措置要件に係る事実に関すること。 

（２） 別表第３号から第６号までに掲げる措置要件に係る行為及び当該行為の相手方が

暴力団等であることの認識に関すること。 

（３） 別表第７号に掲げる措置要件に係る行為に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、入札参加除外措置に関すること。 

（５） その他必要な事項 

３ 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

４ 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総括する。 

５ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。 

６ 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。 

（１）企画経営部長 

（２）用地・施設活用担当部長 

（３）街づくり支援部土木課長 

（４）企画経営部施設課長 
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（５）防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長 

（６）総務部契約管財課長 

７ 委員長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる委員以外の者を臨時に委員とする

ことができる。 

８ 対策委員会は、委員長が招集する。 

９ 対策委員会の庶務は、総務部契約管財課が担当する。 

１０ 第２項から前項までに定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

（関係機関との連携） 

第１７条 区長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関と密接な連携を図るもの

とする。 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和２年１２月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

措置要件 期間 

（１） 暴力団員等の経営関与 

入札参加資格者である個人又は法人の役員

が、暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が

入札参加資格者の経営に実質的に関与してい

ると認められるとき。 

入札参加除外措置の期間は、当該措置をし

た日から２４月とする。ただし、当該期間

内に措置の原因となった事実が解消され

ない場合は解消されたと認められる日ま

で 

（２） 暴力団員の雇用 

入札参加資格者が暴力団員を雇用している

と認められるとき。 

入札参加除外措置の期間は、当該措置をし

た日から１２月とする。ただし、当該期間

内に措置の原因となった事実が解消され
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ない場合は解消されたと認められる日ま

で 

（３） 暴力団等への利益供与 

入札参加資格者である個人又は法人の役員

若しくは使用人が暴力団等に対して資金等を

供給し、又は便宜を供与していると認められる

とき。 

入札参加除外措置の期間は、当該措置をし

た日から１２月とする。ただし、当該期間

内に措置の原因となった行為が解消され

ない場合は解消されたと認められる日ま

で 

（４） 暴力団等の利用 

入札参加資格者である個人又は法人の役員

若しくは使用人が、暴力団等を利用していると

認められるとき。 

入札参加除外措置の期間は、当該措置をし

た日から１２月とする。ただし、当該期間

内に措置の原因となった行為が解消され

ない場合は解消されたと認められる日ま

で 

（５） 暴力団等との親交 

前２号に掲げるもののほか、入札参加資格者

である個人又は法人の役員若しくは使用人が、

暴力団等と社会的に非難される行為を行った

と認められるとき。 

入札参加除外措置の期間は、当該措置をし

た日から１２月とする。ただし、当該期間

内に措置の原因となった行為が解消され

ない場合は解消されたと認められる日ま

で 

（６） 暴力団等との契約 

入札参加資格者である個人又は法人の役員

若しくは使用人が、前各号のいずれかに該当す

る者と契約を締結したと認められるとき。 

入札参加除外措置の期間は、当該措置をし

た日から１２月とする。ただし、当該期間

内に措置の原因となった行為が解消され

ない場合は解消されたと認められる日ま

で 

（７） 再度の勧告措置 

入札参加資格者が、勧告措置を受けた日から

１年以内に、再度勧告措置の原因となった行為

を行ったとき。 

入札参加除外措置の期間は、当該措置をし

た日から１２月とする。ただし、当該期間

内に措置の原因となった行為が解消され

ない場合は解消されたと認められる日ま

で 

備考 

１ 役員とは、代表役員（入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の

代表権を有する者（代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。））、一

般役員（入札参加資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する
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者（契約を締結する権限を常時有する事務所の所長をいう。）で代表役員以外のもの）

及び役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者をい

う。 

２ 使用人とは、入札参加資格者に正社員として雇用されている者で、前号に掲げる者

以外のものをいう。 
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様式（省略） 

 


